
平成24年12月28日（金曜日） 北　　海　　道　　公　　報 号外第３０号 12

　北海道高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る道路の構造に関する基
準を定める条例をここに公布する。
　　平成24年12月28日

北海道知事　高　橋　はるみ
北海道条例第111号

附　則

第47条

第１章

第２章

第１条

第２条

第３条

第４条

第５条



平成24年12月28日（金曜日） 北　　海　　道　　公　　報 号外第３０号 13

第３章

第10条

第11条

第12条

第６条

第７条

第８条

第９条

⑴
⑵

⑶

⑷
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⑹
⑺

⑻

⑼

⑽

⑴
⑵
⑶
⑷

第14条

⑸

⑹
⑺
⑻

⑼

⑽

⑾

⑿

⒀

⑴

⑵

⑶
⑷
⑸

第13条
⑸

⑹

⑺

⑴

⑵

第15条
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⑴

⑵

⑶

第４章

第５章

第17条

第18条

第19条

⑶
⑷

⑸
⑹

⑴
⑵
⑶

⑷

第16条

⑸
⑹

⑺

⑻

⑼

⑽

⑾

⑷

⑸
⑹
⑺

⑴

⑵

第20条
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⑴

⑵

⑶

⑴
⑵

第25条

⑴

⑵

第６章

第21条

第22条

⑶

⑴

⑵

⑶

第23条

第24条

⑶

第26条

第27条

第28条
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⑹

⑴
⑵

⑶
⑷

第32条

⑴

⑵
⑶

⑷

第30条

第29条

⑴

⑵

⑴

⑵
⑶

⑷

⑸

第31条

第７章

第33条

第34条



平成24年12月28日（金曜日） 北　　海　　道　　公　　報 号外第３０号 18

　北海道高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準
を定める条例をここに公布する。
　　平成24年12月28日

北海道知事　高　橋　はるみ
北海道条例第112号

第35条

第36条

附　則

第37条

第１条

第２条


